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令和５年１０月１日から
中古車の支払総額表示が義務化されます

自動車公正競争規約

・中古車部会にて規約改正案検討

・消費者アンケート実施

・事業者アンケート実施

・自動車関係団・会員事業者・情報誌に意見聴取

2023
年

2022
年

2021
年

・理事会総会承認

3月 ・消費者庁・公正取引委員会認定・承認

自動車公正取引協議会
中古車の「支払総額」の表示に関する特設ページ
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規約・規則改正の背景

中古車規約・規則の改正

販売価格の表示を「支払総額」に変更

諸費用の適正化

消費者へのアンケートでは、
「支払総額表示を希望する」との回答が約90％となっています。
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定義について-1

•

•

遠方のお客様への販売、下取の要望、有償オプション等の対応は可能

例：県外登録、下取車あり、保証、ボディコーティング、指定場所への納車 等
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定義について-2

•

•

※
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定義について-3

•

※
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定義について-4
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過去に受けた行政指導

•

•

•
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現行規約からの変更点-1
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不当表示：表示された販売価格では実際に購入できないにもかかわらず、
購入できるかのように誤認されるおそれのある表示

現行規約からの変更点-2
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プライスボード表示例-1
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プライスボード表示例-2
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プライスボード表示例-3
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プライスボード表示例-4
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オプションを含んだ「支払総額」表示例
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ＦＡＱ（よくある相談）-1

Ｑ．中古車の販売価格は、すべて「支払総額」の表示に変更する必要があるか？

• 広告、店頭展示車、注文書等、すべての販売価格を「支払総額」の表示（内訳とし
て「車両価格」及び「諸費用の額」を表示）に変更してください。

Ｑ．「車両価格」を表示したプライスボードの横に「見積書」を掲示して「支払総額」を
表示しているが、「支払総額」を表示したプライスボードに変更が必要か？

• プライスボードに「支払総額」が明瞭に表示され、内訳として「車両価格」及び「諸
費用の額」が表示されていない場合は、変更が必要となります。

Ｑ．自賠責保険料や自動車税種別割の未経過相当額は月割りのため、毎月支払
総額が変わることになるが、プライスボードも毎月表示内容を変更しなければ
ならないか？

• 適正な情報提供を行うとの観点から、支払総額が変わった時点で速やかに変更
してください。

• 展示台数多い等、すぐに変更できない場合も考えられますが、情報誌Ｗｅｂサイト
等の掲載価格との相違が発生する可能性があり、「支払総額は●月現在の価格
である」旨の表示があったとしても、消費者とのトラブルにつながることが考えられ
ますので、出来るだけ速やかに変更してください。

公取協支払総額ＦＡＱ ▶
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ＦＡＱ（よくある相談）-2

Ｑ．オークションで仕入れた場合の、会場からの「陸送費」を「諸費用」として請求す
ることは問題ないか？

• オークション会場からの「陸送費」等、中古車の仕入れに要する費用は、「車両価
格」に含まれるべきものであり、「諸費用」として別途請求することはできません。

Ｑ．納車前に「洗車」や「室内クリーニング」を必ず実施しているので、「納車準備費
用」や「通常仕上費用」を「諸費用」として請求してよいか？

• 洗車やクリーニングのための費用など、販売の準備行為や中古車の商品化のた
めの作業に要する費用等は、「車両価格」に含まれるべきものであり、「諸費用」と
して別途請求することはできません。

Ｑ．「車検なし」の車両を表示する場合は？

• 「車検なし車両を販売する場合は、車検を取得し購入者名義に登録をする場合の
価格を表示することが必要です。その上で、商談時に登録手続代行費用の要否
を確認し、不要なお客様に販売する際は、当該費用を差し引いた額を提示するよ
うにしてください。

公取協支払総額ＦＡＱ ▶
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今後の対応-1

【販売店に対する支援】

• 広告、展示車等における「支払総額」の具体的な表示例、「支払総額」の
表示に関するＦＡＱ、マニュアル等を作成

• 販売店が「支払総額」の表示に速やかに移行するためのツール「プライ
スボード作成システム」の作成と提供（6/15～提供）

• 「支払総額」の表示実施に関する消費者向けの「店頭ＰＲポスター」の作
成・配布や中古車情報サイトを通じた周知活動等、消費者向けＰＲ活動
を実施
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今後の対応-2

・中古車は「支払総額」で比較して購入するのが安心！(30秒動画）

・「納車準備費用」等は支払う必要はありません！（30秒動画）

・中古車の価格表示は「支払総額」が安心！（バンパー広告6秒動画）

自動車公正取引協議会
「中古車の価格は10月1日より「支払総額」表示に代わります。」ホームページ
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今後の対応-3

※お求めの方は、ＪＵ協会または公取協までご連絡ください。

中古車の「支払総額」に関するマニュアル（改正中古車規約のポイント）
Ａ4サイズ（本編29頁） 定価500円（税込）


